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本レポートは、2015年「銀行規制の進
化」シリーズのパート4です。本レポートで
は、銀行が直面するガバナンス上の課題
について掘り下げます。

パート1では、銀行に対する規制圧力につ
いて概説しました。パート2では、銀行の
事業構造について、さらには規制圧力およ
び商業的圧力にビジネスモデルの変革を
促される世界において、多くの銀行が実行
可能かつ持続可能な未来を模索している
現状について取り上げました。パート3で
は、データ、テクノロジーおよびサイバー・
セキュリティについて銀行が直面する課
題を取り扱いました。

「銀行規制の進化」の最後のパートとなる
本レポートでは、コンダクト（事業行為）と
文化に焦点を当てていきます。
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金融危機の分析から、多くの
銀行で取締役会による意思
決定および監視の質が不十
分であったことが明らかにな

りました。多くの銀行のガバナンスが、良くて
「問題あり」、悪くて崩壊の状態にあったの
です。

銀行は、ガバナンスの改善に向けた商業的
圧力、さらにはステークホルダーや規制当
局からの圧力に直面しています。 

ほとんどの銀行は、優れたガバナンスがも
たらす商業的メリットを認識しています。と
りわけ、戦略的・日常的な意思決定および
リスク管理を改善するという目的のほか、上
級経営陣による責務遂行を支援する、さら
には競争、テクノロジー、データ、構造およ
び規制に対応した前例のない水準の戦略的
変革を下支えするという目的において、その
メリットを認めているのです。 

一方で基準の策定者は、取締役会1の役割
とリスク・ガバナンスに特に重点を置きなが
ら、優れたガバナンスとはどのようなもの
かを定義し始めています。したがって本レ
ポートでは、コーポレート・ガバナンスにお
けるこれらの側面を集中して取り上げてい
きます。

さらに銀行は、規制当局や監督当局の期待
を満たしたとしても、その状態から真の利益
を実現するという商業上の義務をも果たさ
なければならないという課題に直面してい
ます。

国際基準の策定者および各国当局は、ガバ
ナンスに関する規則や指針を強化してきま
した。監督当局は銀行の取締役会や上級経
営陣との交流を強化し、また交流の範囲を
広げています。

金融危機後、G20参加国や各国の政治家
がまず着目したのが報酬であったことを受
け、重点的な規制強化は報酬から始められ
ました。

その後、規制当局や監督当局の注目は、金
融危機以前には銀行があまり着目してこな

エグゼクティブ・サマリー

エグゼクティブ・サマリー

かったものの、ガバナンスにおいて長年存
在してきた役割や機能の改善に向かいまし
た。これには、取締役会長と最高経営責任
者（CEO）の役割の分離のほか、社外取締
役の知識、経験、専門性、独立性および従
事時間、社外取締役から出される異論の程
度、リスク・ガバナンスに関する数々の具体
的側面が含まれます。

最近では、銀行の文化、価値観および行動
を確立・周知・評価するにあたって取締役会
が果たす役割、取締役および上級経営陣の
適格性評価（銀行と監督当局が実施）、銀
行が規制要件や期待を満たすことについて
上級経営陣に個人的な説明責任を負わせる
ことにまで、この焦点が拡大されています。

銀行におけるガバナンスの不備がもたらす
規制上の結果も明らかになりつつありま
す。監督当局の姿勢は、銀行に対するガバ
ナンスの改善指示、上級経営陣や取締役会
の新メンバーに対する適格性評価、ガバナ
ンスや統制の不備に対する「第2の柱」の資
本増強のより頻繁な活用、そして深刻な問
題発生時の懲戒処分の実施（銀行、および
可能な場合は個人に対して）において、より
積極的かつ厳格になっています。一方で、銀
行に対する投資家からの圧力は、それほど
明確には見えてきません。

銀行は、これらの商業的圧力、さらには規制
当局や監督当局からの圧力への対応の一環
として、ガバナンスを改善してきました。取
締役会レベルでは、リスクの把握、リスク・ア
ペタイトの設定、リスクの統制・測定・モニ
タリング・報告がますます重視されつつある
ことが見て取れます。例えば、銀行業務とリ
スク管理において豊富な経験と専門知識を
有する社外取締役を登用し、取締役会を強
化することのほか、より積極的な役割を取
締役会のリスク委員会に持たせる、リスクマッ
プおよびリスク関連の経営情報をより綿密
に検討する、リスク委員会や取締役会自体
とリスクについて議論する役割を最高リス
ク管理責任者（CRO）に持たせ、その役割
を高める、といったことが含まれます。

1 ここでの「取締役会」とは、一層制の取締役会、および二層制の取締役会構造における監督役会の両方を指す。

有効な取締役会と
は、事業を把握し、

明確な戦略を打ち立て、明確
なリスク・アペタイトを表明す
ることによって、その戦略を
下支えし、効果的なリスク統
制の枠組みを監視するほか、
戦略を実行し、リスク・アペタ
イトの範囲内で管理する責任
を上級経営陣に徹底して負
わせる能力、経験および確信
を取締役会全体として有する
ものを指す。

健全性監督機構（英国）、2015年5月

金
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それでもなお、ガバナンスの主な領域におい
て、以下のようなさらなる進展が必要とされ
ています。

•  銀行内で、誰がコーポレート・ガバナンス
上の課題に主体的に取り組むかを明確に
する。

•  有効なリスク・ガバナンス・フレームワーク
が導入され、意図されたとおりに運用され
ていること、およびそのフレームワークに
よって銀行を効果的に統治できることを実
証する。

•  資質や経験があり、完全に独立した十分
な数の取締役を確保する（特に人材が不
足気味の国において）。

•  取締役会レベルでリスクについての理解
を十分に深める。

•  定量化が困難なリスクに対するリスク・ア
ペタイトを定義するほか、全事業部門およ
び事業体にわたってリスクリミットを設定
する、戦略的計画を立案し実施する、リス
ク・アペタイトをリスクカルチャーにより幅
広く組み込む。 

•  望ましい文化や価値観が宣言されている
だけでなく、銀行全体にしっかりと組み込
まれ、採用・報酬・昇進決定を通して強化
されていることを確認する。

•  上級経営陣チームにおける個人の責務
を、個々のメンバーとして、かつチーム全体
として明確に確立し、これらの責務に対す

る説明責任を強化する。
•  正確な規制報告、優れたリスク管理、取締

役会による有効なモニタリングを下支えで
きるデータ集計および報告手続を導入する

（「銀行規制の進化」パート3で述べたと
おり）。

•  将来を見据えた戦略的なグループ全体の
リスク見解を確立するにあたってCROの
役割を完全に有効なものとし、この役割を
活用することによって取締役会によるモニ
タリングとリスク管理部門の両方の価値
を高める。

•  コンダクト・リスクを特定し統制する（リテー
ル市場とホールセール市場の両方にお
いて）。

銀行によるさらなる進展には、以下が有益に
なるかもしれません。
• �規制上の中核的基準や原則、さらにはそ

の他のステークホルダーの期待に照らし
合わせて自己評価を実施する。

• �ガバナンスの改善を商業的な観点からど
のように測定するかを明確にする。

•  内部監査、第三者レビューおよび取締役
会の有効性レビューをいくつか組み合わせ
ることによって、これまでの進捗や、いま
だ対処を要する部分についての独立した
立場からの保証を得ることを試みる。

Pressures
on banks

Commercial
pressures

Investors

Other
stakeholders

International
regulation

National
regulation

Supervision

商業的圧力 国際規制

各国における
規制

監督

銀行に
対する圧力

投資家

その他の
ステークホルダー
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評価:

  ガバナンス上の課題

取締役会の構成

•� 独立性

•� 専門性（個々のメンバーとして、
および取締役会全体として）

•� 理解�

•� 従事時間

•� 会長と最高経営責任者（CEO）
の役割分離

取締役会（および取締役会委員会）の役割:

戦略、文化および価値観�

リスクリミットや統制を促進する　
リスク・アペタイトステートメント

高度なリスクと関連統制の識別

リスクに関する独立した見解

統制が効果的に運用されていると
いう保証の入手

効果的なリスク管理システム実施
のモニタリング

ストレステスト、自己資本充実度
評価プロセス（ICAAP）および
流動性充実度評価プロセス
（ILAAP）の実施

後継者育成計画、事業継続計画
（BCP）および再生・破綻処理計
画の策定

統制機能

リスク管理、コンプライアンス、　
財務、内部監査

•� �独立性、リソースの確保、権限
および範囲

•� �ITインフラ

•� �データ集計
•� �最高リスク管理責任者（CRO）
の独立性、指揮命令系統、取
締役会へのアクセス

明確な責務と個人の説明責任

報酬

以下についての独立した評価
•� 取締役会の有効性
•� �リスク・ガバナンス・フレームワーク

•� 統制機能

対処を要する部分がいまだ大きい

一部に対処の余地が残る

ほぼ対処済み

   銀行による対処を要する部分 

銀行による対処はほぼ完了。

資質や経験があり、完全に独立した十分な数の取締役
の確保（特に小規模な国において）。

これらの領域では銀行による進展がみられるが、一部
に改善の余地が残る。

文化や価値観の周知および浸透。�

定量化が困難なリスクに対するリスク・アペタイトの定義。

コンダクト・リスクの識別と統制。

完全に有効なデータ集計および報告手続の導入。

「3つの防衛線」の有効性の強化。

将来を見据えた戦略的なグループ全体のリスク見解を
確立するにあたって、CROの役割を完全に有効なもの
とする。

上級経営陣の個人的責務を明確に確立し、これらの責
務に対する説明責任を強化する。

金融危機後に課された変動報酬に関する制約につい
ては、銀行による適用が全般的に完了している。

ガバナンスや統制の質に関する独立した評価および証
明については、銀行にいまだ進展の余地がある。

銀行にとっての主な課題

エグゼクティブ・サマリー
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  国際基準 

バーゼル銀行監督委員会（BCBS）の諸原則

CRD4

欧州銀行監督機構（EBA）による監督上の検証・評価
プロセス（SREP）ガイドライン

リスク・ガバナンス、リスク・アペタイトおよびリスク
カルチャーに関するFSB基準

BCBSの諸原則

EBAによるSREPガイドライン

BCBSの諸原則

リスク・ガバナンスに関するFSB基準

データ集計および報告に関するBCBS基準

EBAによるSREPガイドライン

EBAによるガイドライン�

証券監督者国際機構

FSB原則および実施基準�
BCBSの諸原則�
CRD4
EBAによるSREPガイドライン

BCBSの諸原則

  国内規則および監督 

特に自己資本指令4（CRD4）を基盤とする欧州において、各国の施策はかなり
整合性の取れたものとなっている。

金融安定理事会（FSB）およびBCBSの基準を出発点として活用することにより、
高度な一貫性が図られている。

それでも、各国の基準の詳細においては相当な違いが見られる。�

各国の監督当局によるアプローチには違いもあるが、以下の動きには共通の
テーマが見られる。

•� �リスク・ガバナンスのオンサイト・レビュー
•� �取締役や上級経営陣とのミーティング
•� �取締役会への同席
•� �取締役会や小委員会の議事録、リスク管理慣行およびストレステストに関する
報告要件の強化�

銀行におけるガバナンス上の不手際に対する監督当局の対応には、改善要請、
「第2の柱」の資本増強の活用、執行措置などの違いが見られる。�

文化を評価することの監督上の難しさ。�

各国の施策は概ね高度だが、詳細については銀行やその監督当局に解釈の
余地が残されている。

監督当局は、特に規模が大きくより複雑な銀行におけるデータ集計や報告に大き
な関心を寄せている。

欧州連合（EU）内でさえも、「適格性」に関する監督機関評価に違いが見られる。�

上級管理職規則（英国）（SMR）。�

FSBの原則に基づき、各国の施策は概ね一貫している（欧州ではCRD4で補完）。

一部の国では、銀行に自己評価が求められるが、監督当局がこの自己評価をどの
ように利用するかは明確ではない。

（IOSCO）
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銀行に求められる、さらなる進展

銀行に求められる、さらなる進展

ヨーロッパ・中近東・アフリカ
（EMA）地域の銀行からは、
コーポレート・ガバナンスの領
域で監督圧力が高まっている

という声が聞かれます。現在は欧州中央銀
行（ECB）の監督下にあるユーロ圏の一部
の大手銀行は、より立ち入った監督手法の
導入（執行委員会への同席や、主たる職務
担当者へのインタビューなど）や、質問（例え
ば、自行のリスク・アペタイト・フレームワー
クが適切であること、および経営陣から取
締役会に報告される情報が正確かつ適切で
あることについて、取締役会はどのように確
信を得ているか）など、ガバナンスについて
のECBの「深く掘り下げた対応」に驚きを
感じたと報告しています。 

この監督圧力は国・地域によってさまざま
な形を取っていますが、最もよく見られるの
は、監督当局による検査、取締役とのミー
ティング、書類の作成要請、銀行が国内要
件を満たしていることについての自己申告、
新取締役の任命時の監督機関評価の強
化、社外取締役の独立性に対するより徹底
した調査、取締役会に対する有効性レビュー
の実施要請などです。

これに対して銀行からは、コーポレート・ガバ
ナンスの改善と、監督当局からの課題への

対応能力向上に向け、さまざまな取組みが
報告されています。

ヨーロッパ・中近東・アフリカ（EMA）地域
の銀行が力を入れている改善分野には、以
下が含まれます。

現在の重点領域
取締役会レベルでのリスク重視の
強化 
•  リスク管理に対する取締役会の関与の

強化。
•  リスクカルチャーの確立と浸透。
•  リスク・アペタイト・フレームワークの

確立。
•  取締役会のリスク委員会の設置、監査委員

会とリスク委員会の役割の確立。 
•  より経験豊富な社外取締役の任命。
•  ガバナンス上・規制上の事項に関する社外

取締役の研修。

3つの防衛線の強化
•  第1の防衛線（事業部門）への、より多くの

リスク管理機能の取込み、ほぼ完全な収益
主導型からリスク抑制・責任主導型への事
業部門の転換。

•  第2の防衛線（リスク管理を含む）の権限
強化および中央集約化。 

ヨ
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•  システムや統制が有効に機能していること
をより確実に保証することを目的とした第
3の防衛線（内部監査を含む）の強化。

リスク管理機能の強化 
•  リスク管理機能の独立性の強化およびリ

ソースの拡大。
•  最高リスク管理責任者（CRO）の任命－

多くの銀行がCROの役割・責任・指揮
命令系統の見直しや改定を行い、その過
程でCROの職務を全般的に強化してき
た。金融安定理事会（FSB）の指針に従
い、CROが最高財務責任者（CFO）を介
すのではなく最高経営責任者（CEO）に
直属し、取締役会やリスク委員会にアク
セスしやすくなるケースが増えている。

リスクに関連した報酬の導入 
•  報酬慣行に関するFSBからの最新の公表

内容（2014年11月）に見られるように、多
くの銀行はFSBが2009年に策定した

「健全な報酬慣行に関する原則」の実施
を高水準で達成している。

•  しかしFSBはまた、銀行による改善を要
する領域が、監督当局によって複数発見
されたことも指摘している。これには、
ガバナンス、重要なリスクテイカーの特
定、リスク調整、報酬の事後調整（繰延
報酬の減額（malus）および報酬の返還

（clawback））などが含まれる。
•  EUにおいて自己資本指令4（CRD4）の

要件を満たすには、とりわけ銀行の重要
なリスクテイカーの報酬など、報酬構造の
さらなる変更が必要とされる。 

•  報酬に関するガバナンス・フレームワーク
の改善。これには、銀行の全階層におけ
るリスクテイク担当職員と顧客対応職員
を対象としたインセンティブ構造を検討す
る際の、取締役会および報酬委員会の役
割を含む。

•  関連するすべての商品・サービスにわたる
リスク調整指標の確立。

データおよびITガバナンス
•  「銀行規制の進化」パート3で述べたよう

に、銀行は、リスク管理およびリスク報告
（取締役会やリスク委員会に対する報告
を含む）を目的としたデータやITシステム

の品質向上を試みている。 

一部の銀行には、自行のガバナンス・アプロー
チを監督当局に説明するための追加資料を
作成するほか、コーポレート・ガバナンス事
項を取り扱い、規制要件の完全な遵守を徹
底することを目的としたコーポレート・ガバ
ナンス専門部署を、取締役会秘書役または
コンプライアンス部の下に設置する、監督
当局の評価スケジュールや関心領域に合わ
せた自己評価の実施を試みるといった動き
が見られます。 

さらなる進展の必要性
これらの改善領域において先を行く銀行や
国もありますが、多くの銀行は以下の分野
でさらなる進展が必要であると、引き続き
報告しています。

取締役会の構成
•� �資質や経験があり、完全に独立した十分

な数の取締役を確保する（特に小規模な
国において）。 

取締役会の役割
•� ��リスクカルチャーを強化することにより、

組織のすべての階層に明確な価値観や文
化を組み込み、リスクカルチャーの欠点か
ら教訓を得るとともに、認識された好まし
くない行動に対する内部からの異議を奨
励する。

•   取締役会によるモニタリングの実施とそ
の文書化により、取締役会によるモニタリ
ング機能および実施済みの措置に対する
事後対応の有効性を示す。

•  定量化が困難なリスクに対するリスク・ア
ペタイトを定義するほか、全事業部門およ
び事業体にわたってリスクリミットを設定す
る、リスク・アペタイトをリスクカルチャーに
より幅広く組み込む。

•� �規制対象となる現地法人の存続能力・持
続可能性・破綻処理の実行可能性につい
ては、引き続き各法人の取締役会に説明
責任があることを示す必要があることと、
グループのリスク管理・意思決定・統制の
中央集約化との間のバランスを図る。
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統制機能
•�  すべての規制要件および監督当局の期待
を満たし、規制環境の変化に対応する。

•  特に小規模な銀行において、リスク管理機
能の独立性に関する規制要件を満たす。 

•  特に、従来はCFOの責任であった資本・
資金調達・流動性の問題、および、従来は
個別に管理されていた事業活動・地域に
ついて、真にグループ全体にわたるリスク
見解をCROが確立できるようにする。

•  リスクリミットや手続を受動的・事後的に
モニタリングするだけでなく、将来を見据
えた戦略的なリスク見解を持つことを目
的として、CROおよびリスク管理部門の
能力を全般に強化する。

•� �3つの防衛線すべてにおけるさらなる投
資とスキルの向上。第1の防衛線ではリス
ク管理に、第2の防衛線では、銀行全体
におけるリスクの集中分野と相関関係を
特定するための助言・枠組み設計・効果
的な異論・リスク集計に、第3の防衛線で
は、リスク方針・プロセス・統制の有効性
の積極的な保証に、より効果的に注力で
きるようにする。

•  予算に制約があり、経験ある人材が少ない
中で、経験や資質のある十分な数のスタッ
フを統制部門において採用する。

• �データ品質、ITシステムおよびリスク報
告の改善－多くの銀行は、金融危機前の
不十分な状態や断片的なモニタリングか
ら抜け出し、グループ全体のリスクデータ
集計を大幅に改善して、取締役会に適時
に報告できる体制に転換していく途上に
ある。

責任の明確性
•  新しいリスク管理およびリスク報告手続の

ための役割と責務を明確にする。 

報酬
•  コンプライアンスやリスク管理に照らした

パフォーマンスを真に反映する報酬・フレー
ムワークを実施する。 

取締役会の有効性
• �優れたリスク管理が銀行内にどれほどの
付加価値をもたらすかを示す。

•  一部の銀行からは、最近の規制動向によっ
て銀行の取締役会の焦点がコンプライア

銀行に求められる、さらなる進展
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ンスに過度に偏り、戦略や業績に関する
議論がないがしろになっているほか、監
督当局は銀行自体が主体的に関わってい
ないガバナンス構造の導入を求めている、

「汎用的」な規制アプローチは、国内の
みの小規模なプライベート銀行にとっては
不利であるといった声が聞かれる。 

さらなる進展に向けて、銀行は以下に取り
組む必要があります。

•  規制上・監督上の期待の充足を、どのよう
にすれば商業的メリットに転換できるか
を検討する。

•  形式や必要とされるインプットのみに集
中するのではなく、本質や望ましい結果
に焦点を当てることによって、ガバナンス
上の課題に現実的に取り組む最良の方法
を検討する。 

•  規制上の中核的基準や原則、さらにはそ
の他のステークホルダーの期待に照らし
合わせて自己評価を実施する。ここでは、
規制要件その他の期待を満たしつつあり

（または、必要に応じて充足に向けた措
置を講じており）、その過程で、形式や文

書だけでなく、優れたガバナンスの本質や
精神も実現していることをいかに示せるか
が主に問われている。

•  内部監査、第三者レビューおよび取締役
会の有効性レビューをいくつか組み合わせ
ることによって、これまでの進捗や、いま
だ対処を要する部分についての独立した
立場からの保証を得ることを試みる。
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国際基準の策定

国際基準の策定

最近は、ガバナンスに関連した項
目についての国際基準策定の
取組みはほとんど見られませ
ん。その分野の国際基準に関

してこれといって新しく取り上げるべき事項
がなかったためと思われます。 

銀行が関連するところでは、主にバーゼル
銀行監督委員会（BCBS）および欧州銀行
監督機構（EBA）による両取組みにおいて、
ガバナンスに関する最新の概要を提供する
ため、既存の内容の大部分がまとめられま
した。

一方で、金融安定理事会（FSB）が以前
に公表した基準およびEU自己資本指令4

（CRD4）については、銀行による実施に向
けて、国内法や規則、指針への読み替えが
進んでいます。 

バーゼル委員会やEBAによるステートメン
トに反論する余地はほとんどないでしょう。
優れたガバナンスについては、すでに語り尽
くされています。銀行にとっては、商業的メ
リットをも実現できるような方法でガバナン
スを実現させることが、ここでの課題となり
ます。

バーゼル委員会によるコーポレー
ト・ガバナンスの諸原則

バーゼル委員会は、2010年版のコーポレー
ト・ガバナンスの諸原則に代わるものとし
て、2015年7月に新しいコーポレート・ガ
バナンスの諸原則（付録1参照）を公表しま
した。 

2010年版からの主な変更として、全体とし
てのモニタリングおよびリスク・ガバナンス
における取締役会の責務を以下によって強
化することを試みています。 

• �効果的なリスク管理システム実施のモニ
タリングにおいて取締役会が果たす役割
についての指針を拡大する。

•  取締役会全体としての能力の重要性だけ
でなく、自らの使命に十分な時間を割き、
銀行業務の変化に精通するという取締役
個人の義務にも重点を置く。 

•  リスク・ガバナンスに関する指針を強化す
る。これは、取締役会、リスク委員会、上
級経営陣、事業部門および統制部門（最
高リスク管理責任者（CRO）および内部
監査を含む）のリスク管理に関する具体的
な役割や責務を含む。

•  取締役会が「経営トップの基 本理念
（tone at the top）」を確立し、健全な企
業文化やリスクカルチャーの醸成・維持
において経営陣が果たす役割をモニタリ
ングすることの重要性を強調する。

•  容認できるリスクテイク行動の伝達とリス

最
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クカルチャーの強化における報酬システ
ムの重要性を認識する。

•  銀行業務に特有のコンダクト・リスクを定
義し管理するという、取締役会や上級経
営陣の責務を強調する。

コーポレート・ガバナンスに関す
る欧州銀行監督機構（EBA）に
よる監督上の検証・評価プロセス

（SREP）ガイドライン
EBAによるSREPガイドライン（2014年12
月）は主として銀行監督当局を対象としてい
ますが、銀行が実証できなければならない
基準が明確に記されたものでもあります。

監督当局は、銀行のリスク評価に以下の評
価を含めることが期待されています。

取締役会の組織および機能－取締役の人
数と構成が適切であること。取締役が適格
であり、その姿勢および独立性が十分な水
準にあること。取締役会の有効性がレビュー
されていること。内部のガバナンス慣行およ
び手続が適切であること。

全般的なガバナンス・フレームワーク－取
締役会が、銀行の事業構造や関連リスクを
把握し理解していること。 

企業文化およびリスクカルチャー－取締役
会が、銀行の戦略や企業としての価値観を
確立していること。銀行の企業文化やリスク

カルチャーが効果的に周知され、意思決定
プロセスにおいて幅広い見解が奨励される
挑戦の環境が育まれ、銀行の全階層に適用
されていること。

リスク管理・フレームワーク－銀行がさら
されているすべての重要なリスクを検討して
おり、銀行のリスク・アペタイトと整合した
リスクリミットを備えていること。将来を見
据え、戦略的な計画立案を視野に入れた枠
組みとなっており、定期的にレビューされて
いること。ストレステストの実施が組み込
まれ、取締役会や上級経営陣が関与してお
り、意思決定と一本化されていること。

内部統制の枠組み－第1の防衛線（事業部
門）が、適切な内部統制を確立し維持する
上で最前線となるべきであること。第2の防
衛線（リスクおよびコンプライアンス）と第3
の防衛線（内部監査）が独立していること。
責務が明確に割り当てられていること。リス
クを識別、測定、モニタリング、軽減および
報告するための方針および手続を備えてい
ること。銀行のリスク戦略の策定、リスク管
理上の重要な意思決定のすべて、および取
締役会や上級経営陣への関連するすべての
リスク情報の提供に、リスク統制部門が積
極的に関わっていること。CROに十分な使
命と独立性が備わっていること。 
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監督当局による重視が予想される4つの主要な「リスクカルチャー指標」 

経営陣の基本姿勢－組織全体における基本的価値観の周知、理解、受け入れ、モニタリングを、銀行の経営陣がどのよう
に確認しているか。これには、自ら手本となること、高度な価値観が行動に与える影響を自行内全域で評価すること、リスクに
関して共通の理解を図ること、リスクカルチャーにおける失敗から学ぶことが含まれる。1
説明責任－リスク・オーナーシップ、エスカレーション・プロセス、内部執行手続の明確な割当て。2
効果的な異論－異論や異議を奨励するとともに、リスク管理およびコンプライアンス部門が上級経営陣や取締役会に
アクセスできるよう、それらの部門を組織する。3
インセンティブ－報酬体系を、リスク・アペタイトや望ましい文化・行動の遵守、および適切な人材育成・後継者育成に
基づいたものとする。4

情報システム－正確かつ信頼できるリスク
データを適時に生成していること。銀行全
体における重要なリスクデータのすべてを取
り込み集計していること。ストレス時のみな
らず平常時においてもリスクデータ能力を
サポートしていること。

報酬－報酬方針が、銀行の価値観、事業戦
略、リスク・アペタイトおよびリスク特性に沿っ
て取締役会によって維持、承認、モニタリン
グされていること。過度なリスクテイクを奨
励するものではないこと。変動報酬と固定
報酬が適切に組み合わされていること。

リスク・ガバナンスに関するFSB基
準
金融安定理事会（FSB）は、金融危機以降
に見られる各国の規制・監督の進展、および
G20参加国の大手銀行36グループを対象に
行ったリスク・ガバナンス慣行レビューに基づ
き、2013年2月に一連の健全なリスク・ガバ
ナンス慣行を公表しました。 

この健全なリスク・ガバナンス慣行（付録1
参照）では、銀行のリスク・ガバナンスを強
化する際に取締役会やリスク委員会が担う
極めて重要な役割（組織内の強固なリスク
カルチャーの促進・評価に関与することを

通して）のほか、銀行のリスク・アペタイトの
確立と周知、リスク・アペタイトおよび全般
的なリスク・ガバナンス・フレームワークの経
営陣による実施をモニタリングすることに力
点が置かれています。

FSBは、リスク・ガバナンス指針を拡大する
ための2つの追加文書を公表しました。効果
的なリスク・アペタイト・フレームワークに関
する原則（2013年11月、付録1参照）と、金
融機関のリスクカルチャーの評価に関する
監督当局向けの指針（2014年4月）です。

リスクカルチャーの評価に関するFSBの指
針は、銀行のリスクカルチャーの理解、特
に、強固なリスク・ガバナンス・フレームワー
クの中で、リスクカルチャーが適切な行動
や判断を下支えするものになっているか否
かを理解するにあたって、監督当局をサポー
トすることを目的としています。

FSBは監督当局に対して、取締役会との交
流を強化し、銀行のリスク・アペタイト・フレー
ムワークについて、また、合意済みのリスク・
アペタイトおよび健全なリスク管理の遵守
を、銀行のリスクカルチャーがサポートしてい
るかについて、懐疑的な視点から取締役会や
上級経営陣と高度な議論を行うことを奨励
しています。

国際基準の策定
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コーポレート・ガバナンスに関する
自己資本指令4（CRD4）基準 
自己資本指令4（CRD4）は一連のコーポレー
ト・ガバナンス要件を含んでおり、主として
以下の事項に重点を置いています。

取締役会およびその小委員会の役割と
責任－取締役会は、戦略、リスク戦略およ
び社内のガバナンスを承認およびモニタリ
ングすべきであり、したがって、社外取締役
のみで構成する独立したリスク委員会、報
酬委員会を設置すべきである。

取締役会の構成－取締役による管理職の
兼任数には、常に上限を設けるべきであ
り、会長職とCEO職は兼任すべきではな
い。また取締役は、適切なスキル、多様な

経験、誠実さ、道徳的な健全さを持ち合わ
せているべきである。

報酬－銀行は、健全かつ効果的なリスク管
理および事業戦略に合致する報酬方針を
定めるべきである。コンプライアンスおよび
リスク管理に携わる個人は、彼らが管理す
る事業の業績に関係なく、適切に報酬を受
けるべきである。変動報酬は複数年の枠組
みで評価されるべきであり、特別な事情を
除き、その支払いが保証されるべきではな
い。また、変動報酬は基本給の100％を超
えてはならない。

報酬 
F S B の 「 健 全 な 報 酬 慣 行 に 関 す る 原
則」（2009年4月）および「実施基準」

（2009年9月）の実施についてFSBが公表
した3回目の進捗レポート（2014年11月）
では、これらの原則および基準の実施は基
本的に完了しているものの、一部の国・地
域では、報酬慣行に関して規制上の枠組み
や指針の改善作業が続いていると締めくく
られました。
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各国の法律、規制およびガイ
ドラインは前述の国際基準
に概ね従ったものとなってい
ますが、すべての国・地域に

おいて十分に整合した調整や実施がなされ
ているわけではありません。これは、各国の
監督当局による国内基準の策定と、これら
要件や期待の適用の両面を見ても明らかで
す。金融安定理事会（FSB）およびバーゼル
銀行監督委員会（BCBS）（さらにEU内に
おいては欧州銀行監督機構（EBA））によ
るカントリー・レビューやピアレビューを通
したモニタリングによって、どれほどの一貫
性が図られるかは明らかではありません。

本レポートは、ヨーロッパ・中近東・アフリカ
（EMA）各国に配置されたKPMGの専門
家による国内の規制・監督の進展に関する
調査、およびこれらの進展に対する銀行の
反応に基づいて作成されています。

規制 
新たな国内規則・指針（付録2参照）には一
般に、銀行に対する以下のような要件が含
まれています。

•  リスクおよびリスク管理に関し、取締役会
がより詳細なモニタリングを行う。

•  取締役会とその小委員会の構成を強化す
る。社外取締役の独立性、専門性、従事
時間、多様性を含む。

•  個人の責務および説明責任を明確にする。
•  取締役会のリスク委員会を設置する。

•  リスク管理部門および最高リスク管理責
任者（CRO）の役割を、独立性、専門性、
地位、権限、活動範囲の面で強化する。

•  報酬の返還（claw-back）条件付きの、リ
スク調整後の変動報酬を導入する。

•  取締役会の有効性レビュー、内部監査の
保証レビュー、第三者評価を通じ、銀行の
リスク・ガバナンス・フレームワークに関す
る独立した評価を行う。

EUでは、これらの領域の一部は、自己資本
指令4（CRD4）の国内要件化を通して網羅
されています。 

一方で、各国内の取組みで、EU域外でそ
の進展が図られるものも一部あるかもしれ
ません（とりわけ、英国における「上級管
理職規則」（Senior Manager Regime）や

「公正かつ効率的な市場検証」（Fair and 
Effective Markets Review）など）。

英国以外の規制当局や監督当局は、これら
の進展を興味深く見守っており、他国でも
銀行への一部導入の可能性があります。 

各国における国際基準の実施状況

各
各国における国際基準の実施状況
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公正かつ有効な市場検証（英国）
英国の関係当局は2015年6月、公正か
つ効率的な市場検証（Fair and Effective 
MarketsReview）の最終報告書を公表
しました。この検証は、債券・通貨・商品

（FICC）のホールセール市場において注
目を集める不正行為が散見されたことを
受け、1年前に立ち上げられました。法案
ではなく検証であるとはいえ、英国内外の
FICC市場で進むであろう変革の規模につ
いて、市場参加者は無関心であるべきでは
ありません。 

この検証では、ガバナンスに関連する複数
の領域で、以下のようなさらなる進展の必
要性が特定されています。

個人に自身の行為（コンダクト）に対する
責任を負わせる
•  不正行為に対する英国の刑事制裁の適

用を、より幅広いFICC商品に拡大する。
•  懲役の上限を7年から10年に延長する。
•  「上級管理職および認証規則」の要素

を、FICC市場に参入している規制対象

企業により幅広く拡大する。
•  プロフェッショナルとしての意識向上を

図るため、資格基準を義務付ける。

公平性と有効性の改善に向け、国際的に
調整の取れた措置を講じる
•  証券監督者国際機構（IOSCO）に対し

て、すべてのFICC市場に適用される取引
慣行の共通基準の策定を検討するよう
促す。IOSCOは2015年6月、リテール市
場およびホールセール市場における企業
や個人による不正行為に対処するため、
現在のグローバルな枠組みのさらなる強
化に取り組むと発表した。この行為基準
のグローバルな見直しは、英国における

「公正かつ効率的な市場検証」で特定
された国際的な課題に沿って行われるも
のと思われる。 

•  市場の健全性、情報の取扱い、カウンター
パーティの取扱いおよび裁判管轄基準
に関連する取引慣行を定めた包括的原
則を提供する、単一のグローバルな外
国為替（FX）取引規範について合意す
る。FX市場における行為規範の基準お

よび原則の強化に取り組む国際決済銀
行（BIS）の作業部会は、2015年7月に
その作業を開始した。

•  グローバルレベルで、報酬とコンダクト・リス
クの整合性を改善する方法を検討する。

銀行にとっての主要な課題には以下が挙
げられます。
•  銀行業務とFICC市場の「上級管理職お

よび認証規則」が重複する可能性。
•  FICC市場に特化したより詳細な施策の

導入により、すべての銀行業務にわたる
文化や行動を、より幅広く改善する必要
性が生じる可能性がある。

•  国際展開における最終的な影響－他の
国際的な原則においても見られたよう
に、細部の違いが、影響を受ける銀行に
とっての営業上の問題や、規制逃れの機
会につながる可能性がある。

上級管理職規則（英国）
英国では、従来からの承認者（Approved 
Person）の「適格性」規則では、銀行の
上級職への不適格者の就任を防ぐことが
できず、金融危機時に公的支援を必要と
した銀行の上級経営陣に懲戒処分を科
すための根拠としては有効ではなかった
との政治的懸念に応える形で、新しい上
級管理職規則（SMR: Senior Managers 
Regime）が制定され、2016年3月に発効
します。

SMRの主たる目標は、上級管理職がその
責務を全うすることに対する説明責任の
強化です。 

SMR実施上の銀行の主な課題には、以
下のようなものがあります。
•  SMRに関するガバナンス・モデルを構築

する。
•   「上級管理職」を特定し、個人の責務お

よび全般的な責務を明確に図式化する。
•  ガバナンス・フレームワーク（グループの

取締役会および委員会、法人レベルの
取締役会および委員会、経営管理委員
会）を明確にし、上級管理職個人の責務
との整合を図る。 

•  「上級管理職および認証規則」（Senior 
Manager and Certification Regimes）の
運用に向けた方針や手続を導入する。

•  新規則を、文化や銀行業務基準の幅広
い変革と整合させる。

•  上級管理職が担当領域における規制違
反を防止するために合理的な措置を講じ
たこと、および認証規則の下で銀行が行
員を適切に監督・認証していることを示
すための証拠要件を満たす。

SMRの新しい要素は主として以下のとお
りです。
•  対象者は「承認者規則（Approved 

Persons Regime）」よりも狭くなり、最
上級管理職のみに限定される見込みで
ある。経営陣健全性監督機構（PRA）に
よって、安全性や健全性の目的において
関連性があるとみなされる領域（全体的
な事業、資金調達先、リスク管理、内部
統制、主たる事業領域など）のほか、取
締役会長、取締役委員会委員長、上級
社外取締役といった主たるモニタリング
機能と関連性があるとみなされる領域に
おいて責務を有する最上級管理職が対
象となる。

•  銀行には、これら「上級管理職」の個人
的な責務（PRAまたは金融行為規制機構

（FCA）によって定められた責務を含む）
を明確にし、一連の責務の相互関係を
示すために、上級管理職の責務を図式
化することが求められる見込みである。

•  規則違反に対して上級管理職に規則違
反発生時に、担当領域において合理的
な措置を講じていたことを証明する責任
を課す（presumption of responsibility）
という当初の提案は、合理的な措置を講

じる法的義務を上級管理職に課すこと
に変更された。

•  上級管理職は、銀行経営上の不正行為に
対して刑事制裁を受ける可能性がある。

SMRは認証規則（Certification Regime）
で補完されています。この認証規則は、影
響力のあるその他の重要な機能を果たす
者や、重要なリスクテイカー（自己資本指
令4（CRD4）の定義に基づく）、および銀
行の顧客対応職員に適用されます。これら
の職員は銀行による監督を受け、適格者
であることを毎年銀行から認証されなけれ
ばなりません。さらには、民事制裁の対象
になる可能性があります。

また、補佐的役割ではない全職員（社外
取締役を含む）は、行為規則（Conduct 
Rules）の対象になります。この規則はこ
れら全職員に対して、誠実かつ必要とされ
るスキルを持って、注意や努力を怠らずに
行動し、規制当局に対してオープンかつ透
明であることを求めています。上級管理職
に対しては、自らが担当する銀行業務が有
効に統制されるよう合理的な措置を講じ
ること、規制システム上の関連する要件や
基準を遵守すること、自らの業務を他人に
委託する場合は適任者に委託すること、
委託した業務の遂行を有効にモニタリング
することを求めています。
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各国における国際基準の実施状況

監督
監督当局は、新しい国際基準や国内基準、
その改定版を導入するとともに、銀行のコー
ポレート・ガバナンス評価にさらに力を入
れ、より立ち入った評価を実施するようになっ
ています。リスク・ガバナンス、リスク・アペタ
イト・フレームワーク、リスクカルチャーとい
った主要な領域で、監督当局の期待が高ま
っています。 

監督当局の対応は、以下のようにさまざま
な形を取っています（付録2参照）。

•  監督当局は、取締役会や上級経営陣にお
ける候補者の適格性評価において、より
積極的かつ徹底したアプローチを採るよ
うになっている。一部の国では適格性評
価の対象が拡大され、銀行のリスク・ポジ
ションに重要な影響を与え得るすべての職
員を含むようになっている（19ページの囲
み記事参照）。

•  リスク・アペタイト・フレームワークを含む、
リスク・ガバナンスのオンサイト・レビュー。

•  監督当局による取締役会への同席。�
•  取締役会や上級経営陣レベルでの銀行と

の対話の強化。社外取締役とのミーティン
グや、リスク・ガバナンス、文化およびリス
ク・アペタイトに関するより本質的な議論
を含む。

•  銀行のリスク管理慣行に関する報告要件
の強化。これには、エクスポージャーの上
限やストレステストに関する情報、取締役
会および小委員会の議事録、外部監査人
やその他第三者によるリスク・ガバナンス
に関する報告が含まれる。監督の強化を
受けて、監督当局から銀行に対するデータ
要請の回数、頻度および範囲が格段に増
えたというケースも見受けられる。

•� �ガバナンス上の不手際が発見された場合
の監督当局による措置。銀行に対するガ
バナンスの改善要請や、「第2の柱」の資
本増強、一部のケースでは執行措置を通し
て実施される。

しかしながら、文化に対する監督機関評価
は、多くの監督当局にとっていまだ策定の初
期段階にあります。各国の監督当局は、銀
行の文化をどのようにレビューし評価すべき
か（とりわけ、銀行のすべての階層で文化が
どの程度受け入れられているかをどのように

見極めるべきか）、およびこの評価を銀行の
全般的なリスク評価とどのように一体化させ
るべきかについて、確信を持っていません。 

一方で、報酬慣行に関するFSBの進捗レポー
ト（2014年11月）では、多くの国の監督当局
にとって報酬慣行の評価が監督サイクルの
中で不可欠な要素になっていることが指摘
されました。それでも、以下については国・
地域によって重要な違いが見られます。

•  銀行における重要なリスクテイカーの特定
および取扱いなど、対象となる範囲。 

•  求められる変動報酬の程度、繰延の程度、
繰延報酬の減額（malus）および報酬の返
還（clawback）の「可能性のある」範囲。

•  銀行の報酬慣行に対する監督の頻度およ
び度合い（オンサイト検査、横断的評価、
銀行との継続的な対話の活用を含む）。

•  銀行の報酬慣行に関する発見事項に対す
る監督当局による措置。

システム上重要な銀行（SIB）に対する監督
の枠組みやアプローチに関するFSBのテー
マ別レビュー（2015年5月）では、監督の
有効性に関する未解決の主要な課題も浮か
び上がりました。コーポレート・ガバナンス
に関する課題には、以下が含まれます。

•  監督の有効性をより客観的に評価できる
ようにするための、明確かつ透明性の高い
監督戦略および優先順位を確立し実施す
る必要性。

•  監督当局による判断やリスク評価を裏付
けるための、金融機関の上級レベルとの
高度かつ建設的な対話の維持。

•  銀行の主たる戦略的選択および関連リスク
や脆弱性を監督当局が理解するにあたり、
要請したデータやその他の情報を無駄にす
ることなく、より詳細かつ情報に通じたアプ
ローチにしっかりとつなげていくこと。 

•  国際銀行に対しては、主たるリスクや監督
上の優先順位について、国・地域をまたい
だ共通の理解および評価に達すること。

•  スキルや能力があり、経験豊富な監督担
当者の育成および維持。 
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ECBによるガバナンスのテーマ
別レビュー
欧州中央銀行（ECB）は、欧州銀行監督
機構（EBA）による監督上の検証・評価
プロセス（SREP）ガイドラインのガバナ
ンスに関する項目に基づき、ECBが直接
監督する主要123銀行を対象に、ガバナン
スおよびリスク・アペタイトのテーマ別レ
ビューを実施しました。このレビュー結果
は、ECBによるこれらの銀行のリスク評
価、およびこれらの銀行に対する「第2の
柱」の資本要件に取り入れられています。

ECBによる発見事項からは、銀行が既存
の国内要件を満たしている領域においてさ
えも、ガバナンスに関して出現しつつある

国際的な優れた慣行基準には必ずしも適
合していないことが示されました。 

ECBによって特定された具体的な課題に
は以下が含まれます。

取締役会の構成－社外取締役の間で、関
連知識や専門性が欠如している。特定の
取締役に権限が集中している。取締役の
間で情報量に差が見られる。取締役会に
長年所属する社外取締役の独立性が欠如
している。一部のケースでは、社外取締役
に政治的な影響力が及んでいる懸念があ
る。社外取締役が有する懸念を伝達でき
る社外の上級社外取締役の役割をより明
確に定義する必要がある。 

取締役会の役割－一部の取締役会では、
個々の課題について議論し、深く検討す
るために十分な時間を割いていない。リス
ク・アペタイト・フレームワークが適切に策
定され、銀行全体に一貫して適用されてい
るとは限らない。一部の取締役会では、上
級経営陣の後継者育成に十分な焦点が当
てられていない。

統制機能－銀行のリスク部門と監査部門
が分離されていない。

EU全体における適格性規則
取締役やその他の主たる職務担当者の
適格 性評 価に関する欧州銀行監督機
構（EBA）ガイドラインの各国における
実施状況を調べたEBAのピアレビュー

（2015年6月）によれば、ほとんどの国で
高度なガイドラインをクリアしてはいるも
のの、規制・監督慣行において大きな違
いがあることが明らかになりました。 

主な相違点としては、以下が挙げられます。

•�  適用範囲－適格性規則の対象となる主
たる職務担当者が国によって異なる。�

•�  適格性の定義－銀行自身による適格性
評価に関する要件、国の関係当局から
要請される情報、決定に至るまでの期
間、適格性についての定期的な再評価
義務に違いが見られる。

•�  適格性評価に用いられる基準－評判の
良さ（または評判の欠如）を示すため、
および経験を評価するために用いられる

基準、スクリーニングの度合い、文書化
の水準、インタビューの活用に違いが見
られる。

•�  全体的な（取締役会全体の）「適格性」
評価－取締役との「対面」でのミーティ
ングの活用の有無や、取締役会への同
席の有無に違いがある。 

•�  独立性および利益相反－独立性や利益
相反をどのように解釈するかについての
見解が異なる。

•�  監督の度合い－監督レビューや評価プ
ロセスにおけるガバナンス評価や、専門
家の利用の有無に違いが見られる。

これらに対してEBAは以下を提案してい
ます。 

•  適格性規則の適用対象を明確化する。
•  既存の定義や基準を拡大し、個人の知

識、スキル、誠実性、独立性、従事時間
および利益相反の可能性、ならびに取
締役会全体としての知識および経験を
含める。 

•  銀行による利用と各国当局への提出が
可能な、適格性評価テンプレートを作成
する。

•  特定の応募者群に対するインタビューの
実施を促進する。 

•  対象者に他国での職歴がある場合は、その
国の関係当局との協力の強化を促す。

•  取締役の事前承認や退職時面接の活
用、取締役会への同席や取締役との個
別面談、取締役会の詳細な議事録の要
請を各国当局に奨励する。
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付録1: 国際基準

バーゼル銀行監督委員会による
コーポレート・ガバナンスの諸原則

（2015年7月） 
原則1: 取締役会の全般的な責務

取締役会は、銀行の戦略的目標、ガバナン
ス・フレームワークおよび企業文化を承認し、
管理職によるその実践を監督することを含
め、銀行に対する全般的な責任を有する。

原則2: 取締役の資質と構成

取締役は、個々のメンバーとしても取締役
会全体としても、自らの職責に相応しい資
質を有しているべきである。取締役は、モニ
タリングおよびコーポレート・ガバナンスに
おける自らの役割を理解し、銀行に関わる
事柄について健全で客観的な判断を下す能
力を有しているべきである。

原則3: 取締役会自身の構造と実務

取締役会は、自らの業務について適切なガ
バナンス構造および実務を明確に定めるべ
きであり、そうした実務が励行され、継続的
な有効性のために定期的に検証されるため
の手段を備えているべきである。 

原則4: 上級管理職

取締役会の指揮およびモニタリングの下、
上級管理職は、取締役会によって承認され
た業務戦略、リスク・アペタイト、報酬および
その他の方針と整合した方法で銀行の事業
を行い、管理すべきである。

原則5: グループ構造のガバナンス

グループ構造において、親会社の取締役会
は、グループに対して、および、グループやグ
ループ内企業の構造、業務およびリスクに
照らして、適切かつ明確なガバナンス・フレー
ムワークの確立および運用を確保すること
について、全般的な責任を有する。取締役
会および上級管理職は、銀行グループの組
織構造およびその構造が孕むリスクを認識
し、理解しているべきである。

原則6: リスク管理機能

銀行は、最高リスク管理責任者（CRO）の
指揮の下、十分な地位、独立性、経営資源
および取締役会へのアクセスを持つ、効果
的かつ独立したリスク管理機能を有するべ
きである。

原則7: リスクの把握、モニタリングおよ
び統制

リスクは、銀行全体および個別法人のレベ
ルで継続的に把握され、モニタリングされ、
統制されるべきである。また、銀行のリスク
管理および内部統制のための社内基盤は、
銀行のリスク特性および外部的なリスク環
境の変化、ならびに業界慣行における変化
にあわせて高度化されるべきである。

原則8: リスクに関するコミュニケーション

有効なリスク・ガバナンス・フレームワークに
は、組織全体を貫くコミュニケーションと取
締役会や上級管理職への報告の双方におい
て、リスクに関する銀行内部の堅固なコミュニ
ケーションが必要である。

原則9: コンプライアンス

銀行の取締役会は、銀行におけるコンプラ
イアンス・リスク管理をモニタリングする責
任を有する。取締役会は、コンプライアンス
機能を確立し、コンプライアンス・リスクの
把握、評価、モニタリング、報告および助言
のための銀行の方針およびプロセスを承認
すべきである。

原則10: 内部監査

内部監査機能は、取締役会に対して独立し
た保証を提供すべきであり、有効なガバナン
ス・プロセスおよび銀行の長期の健全性を
促進において、取締役会および上級管理職
をサポートすべきである。

原則11: 報酬

銀行の報酬構造は、健全なコーポレート・ガ
バナンスおよびリスク管理を下支えすべきで
ある。
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金融安定理事会（FSB）による
健全なリスク・ガバナンス慣行

（2013年2月） 
• 取締役会の独立性と専門性。
•  適切なリスクカルチャーを確立・浸透させ

る上での取締役会の役割。
•  リスク委員会と監査委員会の構成員およ

び付託条項。
•  CROの独立性、役割および指揮命令系統

（CFO経由ではなくCEO直属とする）。
•  グループ全体に及ぶすべての重大リスク

（財務、資金調達を含む）、および重要な意
思決定プロセス（戦略的計画、買収、合併
を含む）にCROが関与することの重要性。 

•  リスク管理部門の独立性、権限、活動
範囲。

•  リスク・ガバナンス・フレームワークの独立
した評価。

FSBによる効果的なリスク・アペタ
イト・フレームワークに関する原則

（2013年11月） 
効果的なリスク・アペタイト・フレームワーク
は、行き過ぎたリスクテイクに対するブレーキ
の役割を果たすべきであり、また以下のよう
にあるべきである。

•  取締役会および全階層の経営陣によって
推進される。

•  銀行全体に伝達され、浸透され、理解さ
れる。 

•  リスクに関する活発な議論を推進するツー
ルとして、また、取締役会、リスク管理部門
および内部監査部門が経営陣の提言や意
思決定に異論を唱える根拠として使用さ
れる。

•  ビジネスや市場の環境変化に適応できる。 
本原則では以下が求められる。

リスク・アペタイトステートメントは以下の
とおりとする。 

•  銀行の短期的および長期的な戦略・資
本・財務計画と結び付ける。

•  重要なリスクの各々に対して、銀行が許容
できるリスクの最大量を定める。

•  事業、法人、グループに適用するリスクリミッ
トに換算可能な、定量的指標を盛り込む。

•  どのような事象によってリスク・アペタイト
やリスク許容量を逸脱し得るかについて、
銀行がしっかり理解できるよう将来を見据
えるとともに、シナリオテストとストレステ
ストの対象とする。

リスクリミットは以下のとおりとする。

•  リスクテイクをリスク・アペタイトの範囲内
に抑制する。

•  銀行全体ならびに事業部門・法人組織単
位ごとに設定される。 

•  単に規制上の上限を再現するものではな
く、過度に複雑、あいまい、主観的にもな
らない。 

• 定期的にモニタリングされる。

一連の関係者の役割と責任－FSBの原則
には、リスク・アペタイト・フレームワークに
関し、取締役会、最高経営責任者（CEO）、
最高リスク管理責任者（CRO）、最高財務
責任者（CFO）、事業部門責任者および内
部監査部門の役割や責任をまとめた詳細な
職務記述が含まれる。 
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付録2: 各国のコーポレート・
ガバナンス関連規則および監督

国 各国の規制動向 各国の監督当局の焦点 ガバナンス上の不手際
が発生した場合の監督
当局による措置

欧州中央銀行
（ECB）

ECBは、金融安定理事会（FSB）およ
びバーゼル銀行監督委員会による諸
原則その他の基準、欧州銀行監督機
構（EBA）による監督上の検証・評価
プロセス（SREP）ガイドライン、なら
びに各国で国内法化された自己資本
指令4（CRD4）に基づいてガバナンス
を評価。 

主にリスク・ガバナンスおよびリスク・アペタイトに
焦点を当てた、コーポレート・ガバナンスについての
テーマ別レビュー。 

EBAによるSREPガイドラインの関連箇所に照ら
し合わせた評価。

ドキュメンテーション・レビューを、主たる職務担
当者とのミーティングや、執行委員会その他の会議
への同席で補完。

新取締役の「適格性」評価における各国の慣行の
さらなる調和を模索。

ECBが直接監督する銀
行に対しては、「第2の
柱」の要件が一貫して
引き上げられている。

ベルギー CRD4や国内における取組みの実施。 監督当局からの質問を受け、一部の銀行では取締
役会や委員会の構成が見直された。 

「適格性」方針の策定と実施。

銀行に対する慣行の改
善 要請および 執行措
置。今のところ、「第2
の柱」の要件引上げは
実施されていない。

フィンランド CRD4の実施 監督当局は、監督および承認申請の審査におい
て、コーポレート・ガバナンス上の課題（特にリスク
管理と内部統制）への注力を強化。 

銀行は取締役会の構成要件により、注力している。

監 督 当局による行 政
上の課徴金、公的な警
告、罰金。

フランス 取締役個人および取締役会全体の能
力に関連した新規則（2014年）の導
入。業務執行取締役（経営）および非
業務執行取締役（モニタリング）の機
能を分離し、取締役会長によるCEO兼
任を禁止。リスク・アペタイトの導入。
銀行のリスクカルチャーの確認のため、
オンサイトでの監査権限を規制当局に
付与。

監督当局は、取締役会が定義したリスク・アペタイ
トステートメントの有効性や、事業部門がリスク管
理部門を軽く見ていないか否かを注視。

リスク管理部門が取締役会および上級経営陣に送
付したリスク・ダッシュボードの有用性および一貫
性を、オンサイトで分析。

これまでのところ限定的。
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ドイツ リスクの集中を一層重視すること（リス
ク管理における「縦割り構造」問題に
対処するため）を含む、リスク管理の最
低要件の導入。リスク統制部門に対す
る要件の詳細化。コンプライアンス部
門の設置要件の導入。経営陣と取締役
会の交流の強化。適切な報酬システム
および内部告発システムの整備要件の
導入。

連邦金融監督庁（BaFin）およびドイツ
連邦銀行は、取締役の責任および説明
責任に関する要件を明確化。

監督当局は、銀行のリスク管理能力を重視。

主要銀行の取締役会（二層制の取締役会における
Management Board）におけるすべての候補者は
監督当局による評価を受け（法定要件ではなくて
も）、候補者について条件未達部分があれば銀行
に伝達される。

主要銀行には、将来を見据えた取締役の後継者育
成計画の整備が求められる。

取締役会との定期的および単発的なミーティング
および電話会議。

取締役会議事録は定期的にチェックされる。

主要銀行の監査役会（二層制の取締役会構造に
おけるSupervisory Board）の一部に、監督当局の
職員が同席。

上級経営陣の雇用を法
律で必ずしも禁止でき
るわけではないため、
道徳的な説得が必要。

ギリシャ CRD4の実施。信用リスクカルチャーな
どの新たな領域における規制要件の範
囲が拡大された。

過去2年間は、主に不良債権のリスク管理の分野
で監督を強化。

要件遵守のため、すべてのシステミックな銀行にお
いて、取締役会やその他の委員会の規則および上
級経営陣の職務記述を改訂。

ギリシャ政府は、ギリシャのシステミックな銀行4行
の最近の資本再構築において、銀行の統治機関お
よび上級経営陣を対象とした、具体的かつ客観的
な基準に照らした定期評価を導入すると発表。 

監督当局は勧告ととも
に報告書を提出。しか
し、追跡調査は必ずし
も迅速ではない。 

アイルランド 国内での優先順位や取組みが、2011年
の金融機関および保険会社に対する法
定規範要件につながった（2013年改
訂）。この規範には以下が盛り込まれて
いる。 

• 取締役会の最低規模

• 取締役会の構成

•  社外取締役の独立性 

• 取締役会長およびCEOの役割

• 取締役会の開催頻度

•  設置義務のある監査委員会およびリ
スク委員会の役割と構成

自己資本充実度評価プロセス（ICAAP）および監
督上の検証・評価プロセス（SREP）の一環とし
て、ガバナンスを評価。

規範要件を満たすこと
についての銀行に対す
る指示。

「 第2の柱 」の資本要
件の引上げ。
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イタリア リスク・ガバナンス、リスク・アペタイトお
よび報酬に関連した、以下を含む幅広
い規制要件を導入。 

2013 – Bank of Italy regulation 2013
年－内部統制システムに関するイタリア
銀行規則。各銀行に対してリスク・アペ
タイト・フレームワークの定義と実施を
求めた（2014年7月発効）。

2014年－報酬に関する方針と慣行に
関する国家証券委員会（Consob）およ
びイタリア銀行通達（1月）。報酬に関す
るEBAガイドラインの準用についての
イタリア銀行通達（10月）。報酬に関す
る方針と手続に関するイタリア銀行規則

（11月）。

2014年－コーポレート・ガバナンスに
関するイタリア銀行規則（項目によって
2014～2017年の間に発効）。主として
取締役会の構成と機能に変更が及び、
取締役会の能力・構成・機能に関する
規範的規定が拡大された。

2015年－庶民銀行（一種の相互銀行）
に対するコーポレート・ガバナンスに関
する政令。

2015年－内部告発ルールで内部統制
システムを強化することを目的としたイ
タリア銀行規則（2015年末に発効）。

監督当局は過去4年間、銀行に対する全般的な監
督検査などにおいてコーポレート・ガバナンスを常
に考慮してきたが、それでもなお2014年に行われた
コーポレート・ガバナンスに関する監査当局の特別
査察は、2013年の5倍の数に上った。

監督当局は、リスク管理の枠組みと内部統制シス
テムの改善に対する取締役会の関与強化を目的と
して、銀行との広範かつ集中した高水準の対話を
積極的に実施。

定性的・定量的要因を考慮した取締役会の有効性
に関する監督検査。

客観的かつ検証可能な情報を幅広く要請。

内部スキル・独立性・誠実性に関する、個々のメン
バーとしての、および取締役会全体としての自己
評価。

銀行に対する慣行改善
要請は日常的に行われ
ている。2013～2014
年の間に監督当局は、
複 数の銀行に対して

「第2の柱」の要件引
上げを要請。

クウェート クウェートの全銀行を対象としたク
ウェート中央銀行（CBK）による指示

（2012年に通知、2013年7月発効）。
FSBおよびバーゼル委員会の諸原則
に国内の優先事項を取り入れた内容と
なっている。リスク管理と内部統制のそ
れぞれにセクションを割き、銀行内のリ
スク・ガバナンスに関連した詳細な指示
を掲載している。

銀行には取締役の資格基準の設定が
求められる。すべての取締役および上
級経営陣については、任命に先立って
CBKの承認を得る必要がある。取締役
会は、全体としても、取締役個人として
も、銀行による年次評価を受けなけれ
ばならない。CBKは、取締役会委員会
における社外取締役の役割と地位につ
いて詳細な指示を出している。

必要とされる基準の実施状況を評価するための定
期検査。

CBKは、CROが独立しており、取締役会とリスク
委員会に直属していることを重視。

罰金を含む懲戒処分。

ラトビア CRD4の実施。 監督当局による数年来の注力により、ガバナンスの
ほとんどの側面が網羅された。

通常は罰金を伴うガバ
ナンスの改善要請。
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マルタ CRD4の実施。

部門間の分離要件。小規模銀行であっ
ても、CFOがリスク責任を負ってはなら
ない。

小規模銀行では最低2名の社外取締役
を置く（以前は1名）。

取締役の承認前に、銀行事業における経験と実績
を伴う専門性に特に焦点を当てた追加デューデリ
ジェンスを実施。「適格性」要件と調査が強化され、
承認プロセスにおいては推薦状が不可欠となった。

銀行には不備への対処
期限が通知される。期
限経過後は規制当局
の姿勢が強固になり、
通常は取締役会とのミー
ティングが要請される。

オランダ CRD4の実施。 監督上の新たなアプローチの一環として、取締役と
の定期的な議論を実施。

取締役会の有効性の分析を支援するため、専門ス
タッフ（心理学者）を採用。

「適格性」評価の、より積極的な活用。

「第2の柱」の資本要
件の引上げ。 

ノルウェー CRD4の実施。 監督当局は、より小規模な銀行を含め、ガバナンス
全般をより重視。

改善要請。

カタール カタール中央銀行は、カタールで事業展
開する銀行を対象としたコーポレート・
ガバナンス・ガイドラインを2012年に導
入。このガイドラインの一部でリスクカ
ルチャーを網羅。

銀行にはガバナンス方針および手続に
関する年次報告が求められる。

特に取締役会の独立性と資質のほか、取締役会の
構成と有効性、社外取締役の役割、リスクカルチャー
の領域において、コーポレート・ガバナンス慣行の
モニタリングを強化。

モニタリングは、上級経営陣の「適格性」要件に
はいまだ拡大されていない。

慣行の改善に向けた非
公式なコミュニケーショ
ンに依存。

ガバナンス慣行の不備
に対する罰則措置はい
まだ取られていない。

サウジアラ
ビア

サウジアラビア通貨庁（SAMA）は、バー
ゼル委員会のガバナンスに関する諸原
則およびトレッドウェイ委員会支援組
織委員会（COSO）の枠組みに基づい
た内部統制ガイドラインを公表。これに
は、内部統制システムの検証と取締役
会への報告を目的として年次で、実施さ
れる内部監査の要件が含まれる。

資本市場庁によってコーポレート・ガバ
ナンス規則が改正され、すべての上場企
業に適用される。

全体としては、リスクカルチャーの改善
のほか、統制環境、取締役会レベルの
リスク委員会の設置、取締役会によるリ
スク・アペタイトの承認、取締役会のリ
スク方針、取締役会における研修が、こ
の規則で網羅されている。

監督当局はコーポレート・ガバナンスをより重視。

取締役には、方針の承認のほか、統治する銀行の
方向性の設定、取締役個人の研修要件、モニタリ
ングと報告に関与することが求められる。

取締役会の構成と有効性に関して監督当局は、取
締役会の定足数、取締役会の独立性、社外取締役
が過半数を占めること、取締役の選定における「適
格性」基準、および中央銀行による承認に焦点を当
てている。

オンサイト検査で浮か
び上がった課題の解決
に向けた、銀行に対す
る積極的な事後対応を
含む数々の措置、およ
び「第2の柱」の要件
引上げ。
執行措置の可能性もある。

南アフリカ FSBおよびバーゼル委員会基準の実施
（一部、国内向けに変更）。

規則により、新任の取締役や役員につ
いては監督当局への承認申請が必要と
なる。

取締役会および銀行のさまざまな階層の経営陣と
の交流の強化。

有効性に関する議論や評価を目的とした、取締役
会長との年次ミーティング。

取締役には、他社の取締役会への関与を記載した
時間配分表の提出が期待される。

「第2の柱」の要件お
よび執行措置。
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スペイン 法律およびガバナンス・コードを改正す
ることにより、国際基準や国内の取組
みを反映。

適格性に関する新規則（2013年）によ
り評価基準が増えるとともに、内部手
続の導入が求められている。

監督当局は、コーポレート・ガバナンス、リスク・ア
ペタイト、リスクカルチャー、報酬方針、コンプライ
アンスおよびリスク管理への注力を大幅に強化。

取締役会、委員会、その他の内部機関の議事録の
レビュー。

上級経営陣や上層部とより多くのミーティングを実
施。このミーティングを個々の取締役とのミーティ
ングに拡大することを検討。

銀行に対する慣行改善
要請、および一部に執
行措置。

スウェーデン ガバナンスおよびリスク管理に関する規
則が2014年に改正され、組織構造およ
び組織構造に対する取締役会の理解の
ほか、企業文化とリスクカルチャー、取
締役会の責任、リスク管理、統制部門、
外部委託要件が網羅された。

監督はより将来を見据えた双方向かつ透明性の高
いものになった。銀行の上級経営陣との相互交流
の強化がその特徴である（監督上の対話や道徳的
な説得の増加）。

取締役会との交流の頻度を高める必要性。

スイス 監督や内部統制に関する連邦金融市場
監督機構（FINMA）通達（現在はリス
ク・ガバナンスにより焦点を当てること
を目的とした改正が進められている）、
上場会社のコーポレート・ガバナンスに
関する証券取引所ガイドライン。

銀行のさまざまな領域を対象としたガバ
ナンスの要素に関するFINMA指針（取
締役会や上級経営陣の報酬を含む）。

取締役会や主要な委員会（リスク委員会、報酬委
員会）との公式かつ定期的な情報交換。

コーポレート・ガバナンスの有効性をより重視。

追加監査。

「第2の柱」の要件ま
たは取締役の変更、上
級経営陣の強化。

英国 コーポレート・ガバナンスに関する健全
性監督機構（PRA）の簡潔かつ高度な
監督ステートメントでは、ガバナンスや
統制の主要な要素に焦点が当てられて
いる。取締役会の責任に関しては2015
年5月にコンサルテーション・ペーパー
が公表され、社内のガバナンスに関して
は2015年8月に改正がなされている。

「上級管理職規則」により、銀行の最
上級経営陣の個人的な説明責任を強化
し、銀行で不適切行為や健全性に関わ
る不手際があった場合の立証責任を経
営陣個人に移すほか、銀行の上級職員が
行った不正行為の刑法上の罪を導入。

公正かつ有効な市場検証。 

主要企業の取締役会や上級経営陣との、より掘り
下げた集中的な意見交換により、これらの企業の
リスク管理や意思決定プロセスに関する対話の改
善と異議の表明を可能にする。

主要銀行のガバナンス体制の評価。

取締役会や委員会の定期的な観察。

上級管理職規則の実施。

改善要請、要請内容が
実行されていることの
証明を上級経営陣に求
める、「第2の柱」の資
本要件の引上げ、執行
措置。

出典�：�KPMGリサーチ、システム上重要な銀行（SIB）のための監督の枠組みおよびアプローチに関するFSBのテーマ別レビュー（2015年5月）�
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用語集
BCBS� Basel�Committee�on�Banking�Supervision

BCP� Business�Continuity�Plan

BIS� Bank�for�International�Settlements

CBK� Central�Bank�of�Kuwait

CEO� Chief�Executive�Officer

CFO� Chief�Financial�Officer

COSO� Committee�of�Sponsoring�Organisations�of�the�Treadway�
　　　　　　　　Commission

CRD4� Capital�Requirements�Directive�

CRO� Chief�Risk�Officer

EBA� European�Banking�Authority

ECB� European�Central�Bank

EMA� Europe,�Middle�East,�Africa�

FCA� Financial�Conduct�Authority�(UK)

FSB� Financial�Stability�Board

FICC� Fixed�Income,�Currency�and�Commodity

FINMA� Swiss�Financial�Market�Supervisory�Authority

FX� Foreign�Exchange�

ICAAP� Internal�Capital�Adequacy�Assessment�Process

ILAAP� Internal�Liquidity�Adequacy�Assessment�Process

IOSCO� International�Organisation�of�Securities�Commissions

PRA� Prudential�Regulation�Authority

SAMA� Saudi�Arabian�Monetary�Agency

SIB� Systemically�Important�Bank�

SMR� Senior�Managers�Regime

SREP� Supervisory�Review�and�Evaluation�Process

バーゼル銀行監督委員会

事業継続計画

国際決済銀行

クウェート中央銀行

最高経営責任者

最高財務責任者

トレッドウェイ委員会支援組織委員会

自己資本指令4

最高リスク管理責任者

欧州銀行監督機構

欧州中央銀行

ヨーロッパ、中近東、アフリカ 

金融行為規制機構（英国）

金融安定理事会

債券・通貨・商品

連邦金融市場監督機構（スイス）

外国為替 

自己資本充実度評価プロセス

流動性充実度評価プロセス

証券監督者国際機構

健全性監督機構

サウジアラビア通貨庁

システム上重要な銀行 

上級管理職規則

監督上の検証・評価プロセス
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